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東広島市長様


指定公金事務取扱者指定申出書

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項に規定する指定公金事務取扱者として指定を受けるため、同条第１項及び地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第１６号）第１２条の２の１２第３項において準用する同条第２項に基づき本申出書を提出します。
　なお、申し出にあたり、当社が地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７３条に定める指定要件を満たすものであることを申し添えます。


１． 申出者住所又は
事務所所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２． 申出者名称
及び代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


３．　取り扱う公金の
種類及び事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



【連絡先】
担当部署（担当者）：
電話番号：
メールアドレス：


参考
地方自治法施行規則（抄）
第十二条の二の十二　地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による普通地方公共団体の長の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地その他当該普通地方公共団体の長が必要と認める事項を記載した申出書を当該普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
２　普通地方公共団体の長は、前項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に通知するものとする。
３　前二項の規定は、地方自治法第二百四十三条のニ第一項の規定による普通地方公共団体の長の指定について準用する。

地方自治法（抄）
第二百四十三条の二　普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務（以下この条及び次条第一項において「公金事務」という。）を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から第二百四十三条の二の六までの規定の定めるところにより、公金事務を委託することができる。

地方自治法施行令（抄）
(指定公金事務取扱者等の要件)
第百七十三条　地方自治法第二百四十三条の二第一項、第五項及び第六項(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
一　地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する公金事務(次号において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。
二　その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
